
医学系研究科 

Ⅰ．学位論文の提出要件 

博士課程前期課程 

― 先進生命医科学系専攻バイオメディカルサイエンス領域 ― 

・神戸大学学位規程医学系研究科先進生命医科学系専攻バイオメディカルサイエンス領域細則第２条第

１項より定められた提出期限内に指導教員の承認を得て提出する。  

 

― 先進生命医科学系専攻医療創成工学領域 ― 

・神戸大学学位規程医学系研究科先進生命医科学系専攻医療創成工学領域細則第２条第１項より定めら

れた提出期限内に指導教員の承認を得て提出する。 

 

― 先進生命医科学系専攻健康科学領域 ― 

・総合知科目から4単位、健康科学領域共通科目から2単位以上、指導教員の指定する専門科目4単位以上

及び総合知・専門知結合科目から10単位を含めて30単位以上を修得する見込みであること。  

・修士論文題目届を神戸大学大学院医学系研究科健康科学専攻等教務委員会の指定する期日までに研究

科長へ提出していること。 

 

― 先進生命医科学系専攻未来社会医学領域 ― 

・（１）総合知科目4単位，総合知・専門知結合科目8単位の計12単位（２）コア科目群1からコア科目群

5で計14単位（３）指導教員の指定する発展科目4単位以上を修得していること。ただし他領域専門科

目，他研究科専門科目等その他の科目は，2単位を上限として修了要件に算入することができる。  

・論文中間発表会を行っていること。  

・論文提出の３月前までに，指導教員の承認を経て，修士論文の題目を神戸大学大学院医学系研究科長

に届け出ていること。 

 

博士課程  

― 医科学専攻・課程博士 ― 

・学位申請時までに修了に必要な単位を全て修得していること。  

・提出する学位論文は，米国国立医学図書館提供データベース「MEDLINE」、または、クラリベイ

ト・アナリティクス社提供データベース「Science Citation Index Expanded」に収 録されている国際

欧文雑誌に公表されており，査読された原著に限る。ただし，出版前であっても掲載予定の明記され

た受理証明書があれば著者原稿をもって手続きを開始することができる。  

・修業年限の特例による学位論文は、一流の国際欧文雑誌に筆頭著者として掲載又は掲載予定のもの。 

なお、「一流の国際欧文雑誌」は，次のいずれかに該当するものとする。  

（１）クラリベイト・アナリティクス社提供データベース「Science Citation Index Expanded」の定義 

するImpact Factor（以下「Impact Factor」という。）が，学位を申請する年を基準として，過

去１０年間に４以上であった国際欧文雑誌  

（２）別表に掲げる国際欧文雑誌 （別表略） 



 

― 医科学専攻・論文博士 ― 

整理中 

 

博士課程後期課程 

― 医療創成工学専攻・課程博士 ― 

・神戸大学学位規程医学系研究科医療創成工学専攻細則第２条第２項より定められた提出期限内に指導 

教員の承認を得て提出する。 

 

― 医療創成工学専攻・論文博士 ― 

・神戸大学学位規程第5条第2項に規定する博士課程を経ない者の学位論文の提出は，神戸大学学位規  

程第10条に基づき行うものとする。 

 

― 健康科学専攻・課程博士 ― 

・特別研究4単位、健康科学専攻共通科目2単位以上及び指導教員の指定する専門科目4単位以上を含めて

12単位以上を修得する見込みであること。  

・すでに原著論文が国際学術雑誌に掲載されていること。ただし、出版前であっても掲載予定の明記さ

れた受理証明書があれば仮別刷の提出をもって本要件を満たすことができる。 

 

― 健康科学専攻・論文博士 ― 

整理中 

 

― 未来社会医学専攻・課程博士 ― 

・当該課程に３年以上在学し，次の各号に定める科目区分の単位を含めて12単位以上を修得しているこ

と。（１）特別研究4単位（２）コア科目群1からコア科目群4の各科目区分においてそれぞれ1単位以

上（３）総合知基盤科目または発展科目から2単位以上。ただし，ジョブ型研究インターンシップの単

位は修了要件に含まない。  

・論文中間発表会を行っていること。  

・提出する学位論文は，「Web of Science (WoS)」「PubMed」のいずれかに掲載されている国際欧文雑

誌に公表された原著論文に限る。ただし，出版前であっても掲載予定の明記された受理証明書があれ

ば著者原稿をもって手続きを開始することができる。  

・学位論文に加えて査読プロセスが確認できる書類を提出する（様式自由）。  

（早期修了） 

次のすべてに該当しているものとする。 

（１）指導教員から推薦された者 

（２）所定の単位を修得した者 

（３）第一級の国際欧文雑誌に，筆頭著者として掲載又は掲載予定の論文を，学位論文（主論文）

として有する者。なお「第一級の国際欧文雑誌」とは，Journal Citation Reports (JCR)における

top 10% journalとする。 

 



― 未来社会医学専攻・論文博士 ― 

整理中 

 

 

Ⅱ．学位論文審査委員の構成及び選定方法 

博士課程前期課程 

― 先進生命医科学系専攻バイオメディカルサイエンス領域 ― 

・神戸大学学位規程第8条第2項に規定する修士論文の審査委員は，2 人以上とし，神戸大学大学院医学

系研究科教授会において選出する。 

 

― 先進生命医科学系専攻医療創成工学領域 ― 

・神戸大学学位規程第8条第2項に規定する修士論文等の審査委員は，2人以上とし，神戸大学大学院医  

学系研究科教授会において選出する。 

 

― 先進生命医科学系専攻健康科学領域 ― 

・神戸大学学位規程、神戸大学学位規程医学系研究科先進生命医科学系専攻健康科学領域細則及び神戸 

大学大学院医学系研究科先進生命医科学系専攻健康科学領域修士論文審査に関する内規のとおり。 

 

― 先進生命医科学系専攻未来社会医学領域 ― 

・審査委員は，本研究科の教授又は准教授から指導教員を含め２名以上とする。ただし，少なくとも教 

授１人を含めなければならない。  

 

博士課程  

― 医科学専攻・課程博士 ― 

・論文審査委員は、学位申請者の研究内容に関連する教授３名とする。ただし、学位論文共著者は審査 

委員になることはできない。 

・審査委員は、医学系研究科教授会の議を経て、研究科長が決定する。 

 

― 医科学専攻・論文博士 ― 

整理中 

 

博士課程後期課程 

― 医療創成工学専攻・課程博士 ― 

・神戸大学学位規程第8条第1項に規定する博士論文の審査委員は，3人以上とし，神戸大学大学院医学 

系研究科教授会において選出する。 

 

― 医療創成工学専攻・論文博士 ― 

・課程博士と同じ。 

 



 

― 健康科学専攻・課程博士 ― 

・神戸大学学位規程、神戸大学学位規程医学系研究科健康科学専攻細則及び神戸大学大学院医学系研究 

科健康科学専攻課程博士論文審査に関する内規のとおり。 

 

― 健康科学専攻・論文博士 ― 

整理中 

  

― 未来社会医学専攻・課程博士 ― 

・審査委員は，本研究科の教授3人以上とする。ただし指導教員は審査員となることができない。 

・教授会は，審査のために必要と認めたときは，審査委員の数を増加し，又は本学及び他大学の大学院

研究科の教員を審査委員に加えることができる。 

 

― 未来社会医学専攻・論文博士 ― 

整理中 

 

 

Ⅲ．学位論文の審査方法及び体制 

博士課程前期課程 

― 先進生命医科学系専攻バイオメディカルサイエンス領域 ― 

・学位論文の審査及び最終試験は、修士論文発表会で審査委員が行う。  

・審査委員は、提出された学位論文について、本研究科で定める学位論文評価基準に基づき審査を行

う。  

・判定は合・否とし、合格の判定が過半数以上の場合に合格とする。 

 

― 先進生命医科学系専攻医療創成工学領域 ―  

・学位論文の審査及び最終試験は，修士論文発表会で審査委員が行う。 

・審査委員は，提出された学位論文について，本研究科で定める学位論文評価基準に基づき審査を行 

う。 

・判定は合・否とし，合格の判定が過半数以上の場合に合格とする。 

 

― 先進生命医科学系専攻健康科学領域 ― 

・神戸大学学位規程、神戸大学学位規程医学系研究科先進生命医科学系専攻健康科学領域細則及び神戸

大学大学院医学系研究科先進生命医科学系専攻健康科学領域修士論文審査に関する内規のとおり。 

 

― 先進生命医科学系専攻未来社会医学領域 ― 

・審査委員は，提出された学位論文について，本研究科で定める学位論文評価基準に基づき審査を行 

う。 

・修士論文を中心として，これに関連ある科目について，筆答又は口頭により最終試験を行う。  



 

 

博士課程  

― 医科学専攻・課程博士― 

・審査委員は、研究発表会に出席し、論文の審査及び最終試験又は試験を行う。 

 

― 医科学専攻・論文博士 ― 

整理中 

 

博士課程後期課程 

― 医療創成工学専攻・課程博士 ― 

・審査委員は，研究発表会に出席し，論文の審査及び最終試験又は試験を行う。 

 

― 医療創成工学専攻・論文博士 ― 

・神戸大学学位規程第5条第2項に規定する博士課程を経ない者(規程第13条第2項に規定する退学後  

5年以内の者を含む。以下同じ。)に対する論文審査，試験及び学力の確認は，神戸大学学位規程第11 

条，第12条及び第13条に基づき行うものとする。 

 

― 健康科学専攻・課程博士 ― 

・神戸大学学位規程、神戸大学学位規程医学系研究科健康科学専攻細則及び神戸大学大学院医学系研究 

科健康科学専攻課程博士論文審査に関する内規のとおり。 

 

― 健康科学専攻・論文博士 ― 

整理中 

 

― 未来社会医学専攻・課程博士 ― 

・審査委員は，提出された学位論文について，本研究科で定める学位論文評価基準に基づき審査を行 

う。 

・審査委員会は，学術論文を中心として，これに関連する専門科目について，筆答又は口頭により最終 

試験を行う。 

 

― 未来社会医学専攻・論文博士 ― 

整理中 

 

 

 

 

 


